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　2018年度の事業計画に基づき、福岡県労福協主催の研修会が

各地域労福協において開催されました。

労働組合と事業団体が「共に運動する主体」再構築をはかり、

組合員の利用促進や共助拡大につながるよう取り組みます。

主な被災
受付状況

　平成30年7月の西日本豪雨は、西日本地域15府県と

広範囲に及び死者226名、行方不明10名(8/10現在)、

3万件以上の家屋被害など、甚大な自然災害となりまし

た。これを受けて労働者福祉南部ブロック協議会(南部

労福協)は、支援金として合計90万円を被災地である岡

山県、広島県、愛媛県の各県労福協に対して、それぞれ

30万円を贈呈しました。支援金90万円の内訳は、各県

大阪府北部を震源とする地震［ 6/18～ ］

全 国 12,525 1,083 10,271 9,816 455 95.6%

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

台風7号・豪雨災害［ 7/3～ ］

全 国 6,227 743 4,931 4,762 169 96.6%

2018年台風21号［ 9/4～ ］

全 国 71,262 35,170 33,667 30,617 3,050 90.9%

北海道胆振東部を震源とする地震 ［ 9/6～ ］

全 国 2,593 302 1,950 1,715 235 87.9%

目 的

労福協(福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・宮﨑・大分・沖

縄)から、各10万円(合計80万円)と、南部労福協から10

万円拠出しました。

　また、支援金の贈呈とこのたびの西日本を中心とす

る豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上

げるとともに、皆様の安全と被災地の一日も早い復興

を心よりお祈り申し上げます。

中央労福協の2018年全国共通テーマ「奨学金制度を改善し、

教育費負担軽減につなげよう」をメインテーマとし、「労福協と連

携した社会問題(奨学金)に対する取り組みについて」九州労金

総合企画部福祉金融推進室より講演を行いました。また、福岡

県労福協の各構成会員団体より下記の課題提起があり、参加者

と意見交換を行われました。

テーマ

このたびの相次ぐ自然災害により、

お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、

被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

また、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

2018.10/30 現在

https://www.zenrosai.coop
全労済ホームページ
くわしくは

“モノ”のそなえ、“アクション”のそなえ、“ココロ”のそなえ。

3つの「そなえ」の基本をおさえておきましょう。

子どものための「そなえ」も紹介します。

知っておきたい「そなえ」の基本

各団体からの課題提起
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　最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければな

らない賃金の下限額です。金額は都道府県ごとに異な

り、最低賃金審議委員会による審議を経て毎年改定

されます。

　連合は、少なくとも生活できる水準まで最低賃金を

引き上げることをめざしています。具体的には、公益委

員・労働者側委員・使用者側委員が参加する最低賃金

審議委員会に労働者側代表として参加しており、毎年

の金額引き上げに注力しています。

　最低賃金の引き上げを、単なる格差是正や貧困対策

にとどまらず、労働者全体の賃金の底上げにつなげて

いくことが重要です。経済の好循環を確立するために

も、連合は最低賃金の大幅な引き上げが不可欠である

と考えています。

　2018年７月、厚生労働省は「平成29年 簡易生命表」

を発表しました。これによると、2017年の平均寿命は男

性81.09歳、女性87.26歳となり、最長を更新しています。

これを見て、「あ～自分は81歳・87歳くらいまで生きるん

だなー」と思われた方もいるかもしれません。しかし、その

認識は少しだけ違います。

　平均“寿命”とは、「0歳の赤ちゃんが統計上、何歳くら

いまで生きるか？」という指標を表したものです。そのた

め、不幸にも学生や現役時代に病気や事故などで亡く

なった場合は、平均寿命を引き下げることになります。

　一方、平均“余命”という言葉があります。これは、「今

○歳の方が統計上、あと何年くらい生きるのか？」という

指標を表したものです。例えば、60歳の方の平均余命は

男性23.72年、女性28.97年となっています。これは統計

上、昨年60歳だった男性は60＋23.72＝83～84歳、女

性は60＋28.97＝88～89歳まで生存することを意味し

ています。

　したがって、「自分は統計上、あと何年生きるのか？」と

いう問いに対しては、平均”寿命”より平均”余命”を使っ

た方がより正確であるといえます。

平成30年10月1日から時間額814円
福岡県の最低賃金はいくら!?

セカンドライフへの備えは万全ですか？

最低賃金制度とは？

平均“寿命”と平均“余命”

九州ろうきんからのお知らせ

●最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の

最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金

を労働者に支払わなければならないとする制度です。

●使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払って

いない場合には、使用者は労働者に対してその差額

を支払わなくてはなりません。

収入

支出（税金等の支払いを含む）

社会保障給付

その他

191,880円

17,318円

263,717円

△54,519円収入－支出

　期間中、対象の定期預金にお預け入れいただきますと、その金額の
0.02％を〈九州ろうきん〉「こどもたちを支援する団体」に寄付します。

2018年末

こどもみらい応援キャンペーン

詳しくは、最寄りの  〈ろうきん 営業店〉  へお問い合わせください。

実施中

「最低賃金より低い？」「おかしいな？」と思ったら
なんでも労働相談ダイアル 0120-154 - 052R

フリーダイヤル いこうよ れんごうに

●地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合

には、最低賃金法に罰則（50万円以下の罰金）が定め

られています。

　なお、特定（産業別）最低賃金額以上の賃金額を支払

わない場合には、労働基準法に罰則（30万円以下の

罰金）が定められています。

最低賃金の種類は？
●最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた

「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働

者を対象に定められた「特定（産業別）最低賃金」の

2種類があります。

● 「特定（産業別）最低賃金」は「地域別最低賃金」よ

りも高い金額水準で定められています。

　※地域別と特定（産業別）の両方の最低賃金が同時

に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃

金額以上の賃金を支払わなければなりません。

●「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりな

く、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者と

その使用者に対して適用される最低賃金です。各都

道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定めら

れています。

●「特定（産業別）最低賃金」は、特定の産業について

設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労

働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水

準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産

業について設定されており、全国で233件の最低賃

金が定められています（平成29年4月1日現在）。

適用される対象者は？
●「地域別最低賃金」は、パートタイマー、アルバイト、臨

時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティ

ネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労

働者とその使用者に適用されます。

●一方、「特定（産業別）最低賃金」は、特定の産業の基

幹的労働者とその使用者に対して適用されます（18

歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満

の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な

業務に従事する方などには適用されません。）

　総務省「平成29年家計調査年報」によると、高齢夫婦無

職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世

帯）の家計収支は統計上、月54,519円の赤字となっていま

す（下表参照）。この赤字を補てんするいちばんの手段は

「退職金（企業年金を含む）を取り崩す」ことですが、それだ

けでは十分でない場合もあります。特に、住宅ローンなど、

退職金でローンを返済する方は注意が必要です。そのた

め、例えば以下の手段を使って退職金＋αの資産を作って

おく必要があります。

　・ 産別や会社独自の共済制度に加入しておく。

　・ 全労済のねんきん共済などに加入しておく。

　・ 財形年金、iDeCo（個人型確定拠出年金）、つみたて

NISAなどの税制優遇がある商品を利用する。

　これらの商品の詳細は、所属の組合や最寄りの全労済・

ろうきんにお問い合わせください。

セカンドライフの収支は？

おもな年齢の平均“余命”

※ 平成29年厚生労働省「簡易生命表」より

男 性
56.59年

51.73年

42.05年

32.61年

23.72年

19.57年

62.63年

57.70年

47.90年

38.29年

28.97年

24.43年

25歳

30歳

40歳

50歳

60歳

65歳

女 性

ここがポイント！
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　最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければな

らない賃金の下限額です。金額は都道府県ごとに異な

り、最低賃金審議委員会による審議を経て毎年改定

されます。

　連合は、少なくとも生活できる水準まで最低賃金を

引き上げることをめざしています。具体的には、公益委

員・労働者側委員・使用者側委員が参加する最低賃金

審議委員会に労働者側代表として参加しており、毎年

の金額引き上げに注力しています。

　最低賃金の引き上げを、単なる格差是正や貧困対策

にとどまらず、労働者全体の賃金の底上げにつなげて

いくことが重要です。経済の好循環を確立するために

も、連合は最低賃金の大幅な引き上げが不可欠である

と考えています。

　2018年７月、厚生労働省は「平成29年 簡易生命表」

を発表しました。これによると、2017年の平均寿命は男

性81.09歳、女性87.26歳となり、最長を更新しています。

これを見て、「あ～自分は81歳・87歳くらいまで生きるん

だなー」と思われた方もいるかもしれません。しかし、その

認識は少しだけ違います。

　平均“寿命”とは、「0歳の赤ちゃんが統計上、何歳くら

いまで生きるか？」という指標を表したものです。そのた

め、不幸にも学生や現役時代に病気や事故などで亡く

なった場合は、平均寿命を引き下げることになります。

　一方、平均“余命”という言葉があります。これは、「今

○歳の方が統計上、あと何年くらい生きるのか？」という

指標を表したものです。例えば、60歳の方の平均余命は

男性23.72年、女性28.97年となっています。これは統計

上、昨年60歳だった男性は60＋23.72＝83～84歳、女

性は60＋28.97＝88～89歳まで生存することを意味し

ています。

　したがって、「自分は統計上、あと何年生きるのか？」と

いう問いに対しては、平均”寿命”より平均”余命”を使っ

た方がより正確であるといえます。
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最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金

を労働者に支払わなければならないとする制度です。
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を支払わなくてはなりません。
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　これらの商品の詳細は、所属の組合や最寄りの全労済・

ろうきんにお問い合わせください。

セカンドライフの収支は？

おもな年齢の平均“余命”

※ 平成29年厚生労働省「簡易生命表」より

男 性
56.59年

51.73年

42.05年

32.61年

23.72年

19.57年

62.63年

57.70年

47.90年

38.29年

28.97年

24.43年

25歳

30歳

40歳

50歳

60歳

65歳

女 性

ここがポイント！
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各地域労福協研修会開催

平成30年度 7月豪雨(西日本豪雨)への支援金贈呈
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西村 芳樹
藤吉 眞二

　2018年度の事業計画に基づき、福岡県労福協主催の研修会が

各地域労福協において開催されました。

労働組合と事業団体が「共に運動する主体」再構築をはかり、

組合員の利用促進や共助拡大につながるよう取り組みます。

主な被災
受付状況

　平成30年7月の西日本豪雨は、西日本地域15府県と

広範囲に及び死者226名、行方不明10名(8/10現在)、

3万件以上の家屋被害など、甚大な自然災害となりまし

た。これを受けて労働者福祉南部ブロック協議会(南部

労福協)は、支援金として合計90万円を被災地である岡

山県、広島県、愛媛県の各県労福協に対して、それぞれ

30万円を贈呈しました。支援金90万円の内訳は、各県

大阪府北部を震源とする地震［ 6/18～ ］

全 国 12,525 1,083 10,271 9,816 455 95.6%

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

書類審査 現場調査

調査必要件数
被災受付件数 調査終了件数 調査残件数 調査残完了率

台風7号・豪雨災害［ 7/3～ ］

全 国 6,227 743 4,931 4,762 169 96.6%

2018年台風21号［ 9/4～ ］

全 国 71,262 35,170 33,667 30,617 3,050 90.9%

北海道胆振東部を震源とする地震 ［ 9/6～ ］

全 国 2,593 302 1,950 1,715 235 87.9%

目 的

労福協(福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・宮﨑・大分・沖

縄)から、各10万円(合計80万円)と、南部労福協から10

万円拠出しました。

　また、支援金の贈呈とこのたびの西日本を中心とす

る豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上

げるとともに、皆様の安全と被災地の一日も早い復興

を心よりお祈り申し上げます。

中央労福協の2018年全国共通テーマ「奨学金制度を改善し、

教育費負担軽減につなげよう」をメインテーマとし、「労福協と連

携した社会問題(奨学金)に対する取り組みについて」九州労金

総合企画部福祉金融推進室より講演を行いました。また、福岡

県労福協の各構成会員団体より下記の課題提起があり、参加者

と意見交換を行われました。

テーマ

このたびの相次ぐ自然災害により、

お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、

被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

また、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

2018.10/30 現在

https://www.zenrosai.coop
全労済ホームページ
くわしくは

“モノ”のそなえ、“アクション”のそなえ、“ココロ”のそなえ。

3つの「そなえ」の基本をおさえておきましょう。

子どものための「そなえ」も紹介します。

知っておきたい「そなえ」の基本

各団体からの課題提起
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